
① 経済活力の向上、国際競争力の強化へ向けた経済構造改革の推進等

（主に経済産業政策局、商務情報政策局関係）

② 対外経済の円滑な発展と、国内経済産業政策と国際経済産業政策の一体的推進

（主に通商政策局、貿易経済協力局関係）

③ 新産業の創造などを通じた産業の活性化・競争力の強化等

（主に製造産業局、商務情報政策局、産業技術環境局関係）

 主 要 政 策

○製造業や中小企業を始めとする我が国の産業群（モノ作り、ＩＴ、環境・リサイク
ル、バイオ、流通、サービスなど）の競争力強化、新産業創造へ向けた総合的な
戦略の推進。

経済産業省の業務（本省）

○我が国の経済活力の向上、中小企業をはじめとする最先端産業の育成等によ
る国際競争力の強化へ向け、経済全般の運営に関する基本方針の策定に関する
企画立案や、経済構造改革の推進による創造的事業活動を支える柔軟で強靱な
経済社会システムを、中長期的かつ総合的な観点から構築。

○地方局と広域的な連携体制を展開し、地域における経済活力の向上、産業の
活性化のための環境整備や、広域市町村圏を単位とした地域産業戦略をはじめ
とする施策の企画立案。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

・産業構造の改善、産業組織や金融、税制など企業関連諸制度や市場環境の
整備、産業人材の育成、産業技術開発や特許庁と連携した知財戦略の推進、
ＩＴの利活用促進を通じた事業環境整備。

・技術革新の動向等を踏まえつつ、消費者保護、製品安全、情報セキュリティ
の確保、原子力安全、企業等における産業保安体制の整備などを通じた安
全・安心で信頼性の高い経済社会基盤の構築。

・経済活動の基盤となるエネルギーのセキュリティ確保のため、省エネルギー
社会経済システムの実現など柔軟で強靱なエネルギー需給構造の構築。

○新規事業創出やベンチャー企業育成のための事業環境整備、産業クラスター
を通じた個別プロジェクトの実施、中小企業の活性化。

○経済活力の向上、国際競争力の強化や産業技術開発、基準認証の推進と環境
整備。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

○地球温暖化や資源・エネルギー制約、環境制約の克服を通じた経済活力の向
上、産業競争力強化のための省資源・循環型経済社会システムの構築。

○知的財産政策をはじめとする国内の経済産業政策や、資源エネルギー政策と
整合し、それぞれの政策分野の政策目標を効果的に達成しつつ、我が国の経済
活力向上、国際競争力強化に資する通商・貿易に関する枠組み・ルールの策定、
国際的な事業環境の整備、経済協力の推進。　　　　　　　　等
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① 総合的なエネルギー政策の企画・立案等

② 省エネ対策・新エネ対策の着実な推進（省エネ・新エネ部関係）

③ 資源・燃料政策（資源・燃料部関係）

④ 電気・ガス事業政策（電力・ガス事業部関係）

経済産業省の業務 （資源エネルギー庁）

○石油・天然ガスの安定供給へ向けた、自主開発の推進と供給源の多様化、
産油・産ガス国との関係強化等、通商・貿易を通じた枠組を含めた資源・燃料に
関する総合的な戦略・対策の策定・展開。
○石油製品の安定的かつ効率的な供給へ向けた、石油販売業の経営の高度
化、石油製品の品質規格の策定などの石油市場の環境整備。
○バイオ由来燃料の活用など燃料の多様化の推進。
○石油の供給途絶などの事態に備えた、石油、ＬＰガスの備蓄の着実な推進。
○石炭の安定供給確保に向けた海外炭開発等への支援、環境調和的な石炭
利用技術の開発・実証・普及。
○レアメタル等の鉱物資源の安定供給確保のための戦略・対策の策定・展開。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

○電力の効率的・安定的な供給、中立機関・卸電力取引所の創設等の公正な
競争促進のための制度設計・構築、着実な市場監視、監査等、電気事業を巡る
市場環境の整備。
○ガスの効率的・安定的な供給、ガス関連インフラ整備促進等、ガス事業を巡
る市場環境の整備。
○原子力政策大綱を踏まえた、投資環境の整備、技術・人材の育成、地域との
対話の促進など安全確保を前提とした原子力発電の推進。
○六ヶ所再処理工場、中間貯蔵施設等の円滑な立ち上げや立地の推進、プル
サーマルの実施、関連技術の開発等核燃料サイクルの推進。
○高レベル放射性廃棄物の最終処分等の放射性廃棄物対策の推進。
○高速増殖炉への移行シナリオの検討・研究開発。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

○経済活力に資する省エネルギー社会の実現を図るため、省エネ法等に基づ
く制度、予算、税制の活用等による総合的な省エネルギー・新エネルギーの促
進。
○太陽光発電、燃料電池や水素関連の研究開発、実証試験、設備導入等、先
進的省エネルギー・新エネルギー技術の開発、普及。
○アジア諸国の経済発展に資する、省エネ・新エネ分野における制度構築、技
術移転などの国際協力と、それによる我が国エネルギー産業の国際展開の促
進。　　　等

○中長期的な経済活力の向上を図っていく観点から、エネルギー情勢分析とそ
れを踏まえたエネルギー国家戦略及び「エネルギー基本計画」（案）の策定。
○中長期のエネルギー需給見通しの策定。
○５０年、１００年単位の超長期のエネルギー制約、環境制約とその克服に向け
た「超長期エネルギー技術ロードマップ」の策定。
○エネルギー関連統計の充実及び的確な利用の促進。
○エネルギーに関する広報、啓蒙普及（「エネルギー白書」など）。
○産油国・産ガス国との関係強化、ＩＥＡを通じた消費国間の石油備蓄の協調放
出などによるエネルギー安全保障の確保等エネルギーに関する国際戦略の企
画・実施。
○日本経済の活性化や、資源・環境制約克服に向けた技術開発の推進、エネ
ルギー産業の競争力強化に向けた支援。　　　　　　　　等

 主 要 政 策
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①産業財産権の保護による産業の発達

（１）審査

（２）審判

※審判は裁判の一審に相当。

（３）組織運営管理・制度企画・国際調整等

 主 要 政 策

経済産業省の業務 （特許庁）

○審査・審判等の業務と一体となって行う、法制度の企画、審査・審判処理
体制の企画、法令の解釈・適用や特許制度等の国際的調和等の業務を実
施。

　特許法等に基づく産業財産権の付与、産業財産権を巡る紛争の早期解決等
のための審判等を通じ、産業財産権の保護や活用の推進を行い、中長期的な
我が国の経済活力向上の観点から、産業政策とも連携して産業の発達を推
進。
　なお、政府の知的財産推進計画（知的財産戦略本部（本部長：小泉総理大
臣）決定）に基づき、目下、増大する特許審査請求に対応した迅速・的確な特
許審査の実現等に取組。

○弁理士制度の企画、弁理士試験の実施及び弁理士の管理・監督等に係
る業務を実施。

○審査の妥当性判断、権利をめぐる紛争の早期解決を目的として、準司法
的手続に基づいて、審判官の合議体が行う行政審判業務等を実施（無効
審判等の当事者系審判（権利付与後の審判）、拒絶査定不服審判等の査
定系審判（権利付与前の審判）等）。

○審査・審判等に係る体制整備、予算、情報システム等の運営管理に関す
る業務を実施。

○特許権（発明に関する強力かつ排他的な最大２０年間の独占権）等につ
いて、新規性、進歩性、産業上利用可能性に加え、公序良俗違反、公衆衛
生阻害要因等の観点から、その可否・適否の判断を行い、適当な場合には
権利付与を行う業務、審査基準の策定等の業務を実施。

○特許協力条約に基づく国際出願の受理・予備審査、審査迅速化のため
の各国特許庁との審査協力（審査結果・サーチ結果の相互利用、各国での
サーチ・判断手法に関する比較・検討・調整等）等の業務を実施。
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① 中小企業の事業環境の整備（事業環境部関係）

②中小企業の経営支援と活性化（経営支援部関係）

○めっき、プレス加工、鋳造など、日本の産業競争力の源泉となる優れた基盤
技術を有する中小企業に対する、金融面、研究開発面等の支援・環境整備。

○コンパクトなまちづくりの推進等へ向けた、商店街や中心市街地等に対する
支援・環境整備。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

○取引先企業の倒産や災害の発生等、経済環境の劇的変化の緩和のための
円滑な資金供給等の実施。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

○競争力ある産業の創出に向け、中小企業が単独で行うイノベーション（経営
革新）、連携して行うイノベーション（新連携）の促進・支援等、中小企業の事業
活動の活性化。

○地域経済の活性化のため、地域に設置された再生支援協議会を中心とした
中小企業の事業再生の支援・環境整備。再生へのリスクマネー増加のため
の、地域再生ファンドの創出等の支援・環境整備。

○商工会議所、商工会などの中小企業支援組織や地方局と連携し、創業や、
経営革新を目指す中小企業者、経営資源の乏しい小規模企業に対して経営
支援を行う体制等の整備。

経済産業省の業務（中小企業庁）

 主 要 政 策

○我が国の国際競争力の基盤である中小企業に対する適切な融資、産業金
融機能の強化、信用保証制度の適正な運用などによる、中小企業の資金調達
の確保・円滑化のための環境整備、財務会計の健全性・適正な財務経理の確
保。

○設備投資の促進、技術力の強化へのインセンティブの設定等、日本の産業
の基盤・中核である中小企業の成長、円滑な事業運営のために必要な税制制
度の構築。
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① 原子力の安全の確保

② 産業保安の確保

③信頼確保のための広聴・広報

○技術開発や標準化の動向等を踏まえ、国民生活及び産業活動に関わりの
深い高圧ガス、電力、都市ガス、熱供給、ＬＰガス、火薬類、鉱山などに係る安
全を確保するため、高圧ガス保安法等の法令の整備、技術基準や検査方法の
策定、施設等の設置許可、定期検査、立入検査による監督等の実施。

○電力・ガスといったライフライン分野における地震や台風、大雪などの自然
災害、各産業施設における大規模事故災害に対応するための体制整備。

○産業保安施設に対する武力攻撃やサイバーテロに備えた安全の確保。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

○安全確保・保安に関する業務についての透明性の確保、国民全般からの信
頼確保のため、積極的な広聴・広報活動の実施。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

 主 要 政 策

経済産業省の業務 （原子力安全・保安院）

○原子力発電の推進と並行しつつ、原子力発電所や、原子力に係る製錬、加
工、貯蔵、再処理施設、廃棄物埋設・管理施設について、その設置前から運転
終了後まで一貫して安全を確保するため、原子炉等規制法・電気事業法を始
めとする法令の策定・整備、安全審査、定期検査、保安検査等の実施。

○原子力災害対策特別措置法に基づく原子力防災訓練の実施、「オフサイト
センター」（原子力施設から少し離れた場所に設置する緊急事態応急対策拠
点）の整備等、原子力に関する総合的な防災対策の実施。

○国際的なテロの脅威等を踏まえた、原子力施設からの核物質の盗取や原子
力施設に対する攻撃に備えた対応など、核物質防護・セキュリティ対策のため
の法令策定・整備、国際協力等の実施。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
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平成13年以降の主な業務改革
 (8) 平成13年度末 2,234 ･平成16年7月、業務の的確な遂行を図る
平成14年度末 2,218 ため、部編成について見直しを行い、「総務
平成15年度末 2,202 企画部」「地域経済部」「産業部」「資源エネ
平成16年度末 2,176 ルギー環境部」の４部を基本とする体制に
平成17年度末 2,002 移行
平成18年度末 1,956

･平成17年4月、産業保安業務を原子力安
全・保安院産業保安監督部に移管
　（27人定削、9人合理化減、159人振替減）

全国統一的な基準に基づき、以下のような製品安
全、消費者保護等の各種規制・制度の運営及び
見直し等を、本省と連携しつつ的確に実施。

■電気用品等の安全確保（電気用品安全法）
■訪問販売業者等による勧誘行為に伴うトラブル未然防止、違法取
引防止（特定商取引法）
■象牙製品の流通管理（絶滅のおそれのある野生動植物の種の保
存に関する法律）

■省エネ法に基づく立入検査
■家電リサイクル法に基づく立入検査
■公正取引委員会と連携し下請取引の適正化（下請代金法）
■鉱区の設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

　

経済産業省の業務 （本省の地方支分部局）

定  員

経済産業局

組  織 主 要 施 策

経済産業局は、以下のような、各地域の実情を踏ま
えた広域的な経済活性化施策、製品安全や消費者
保護等国民生活の安全・安心のために必要不可欠
な施策等を実施。
①産業クラスター計画の推進

産学官のネットワークの下、全国に国際競争力の
ある新事業を次々と生み出す産業集積の形成を
図る「産業クラスター計画」に基づき、都道府県や
ブロックの枠を越えて、広域的な産学官のネット
ワークの形成を促進。本省が把握する各々の産
業の構造的問題点、海外との競争力の優劣の状
況などを踏まえ、本省と一体となって、日本経済
全体としての視点から支援が必要な案件を選定
し、その技術開発支援等を重点的に実施。同様
に、来年度から５年間を同計画の第２ステップと位
置付け、各プロジェクトの個別計画を地域の実態
を反映しつつ策定中。

②製品安全、消費者保護、貿易管理、エネルギー、
環境、中小企業等の分野での規制・制度の実施


